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道路や公園など公共土木施設の構造等の基準を定める条例の制定等に関する市民意見募集の結果 

 

１ 意見総数 

   意見書総数 １８９通， 意見総数 ２，６６４件 

 

２ アンケートの集計結果  ２，３０２件 

（上段：件数  下段：割合） 

項   目 望ましい 望ましくない どちらでもよい 

（１）本市が管理する道路の構造に関する基準 

①歩道や自転車道などを設置する基準の明確化 
１４２ ９ １３ 

８７％ ５％ ８％ 

②車道での自転車走行空間の確保 
１４２ １７ ９ 

８５％ １０％ ５％ 

③防護柵設置のための歩道幅員の特例 
１３１ ９ ２５ 

８０％ ５％ １５％ 

④緑化推進のための植樹ますの規定の新設 
１２９ １５ ２３ 

７７％ ９％ １４％ 

⑤山間部の道路改良推進のための特例 
１３１ ９ ２６ 

７９％ ５％ １６％ 

⑥都心部の道路の特例 
１１０ ２４ ３２ 

６６％ １４％ ２０％ 

（２）公園施設の設置に関する基準 

①建ぺい率の緩和 
１２１ ２８ ２５ 

７０％ １６％ １４％ 

（３）移動等円滑化のために必要な道路の構造に関する基準 

①横断歩道に接続する歩道等の縁端の段差 
  １３２   １９   １３ 

８０％ １２％ ８％ 

②停留所を設ける歩道等の車道等に対する高さ 
  １２６   １０   ２８ 

７７％ ６％ １７％ 

（４）移動等円滑化のために必要な特定公園施設設置に関する基準 

①出入口，通路，傾斜路の幅 
１３４ ５ ２２ 

８３％ ３％ １４％ 

②通路の縦断勾配 
１４０ ８ １３ 

８７％ ５％ ８％ 

③階段及び傾斜路の手すり 
１３９ ７ １６ 

８６％ ４％ １０％ 
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④傾斜路の縦断勾配 
１３５ ７ １９ 

８４％ ４％ １２％ 

⑤傾斜路の立ち上がり 
１２０ ４ ３５ 

７５％ ３％ ２２％ 

計 
１，８３２ １７１ ２９９ 

８０％ ７％ １３％ 
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３ 自由表記欄等にあった主な意見及びそれに対する本市の考え方について  ３６２件 

（１）本市が管理する道路（府道及び市道）の構造に関する基準  １７４件 

  ア 歩道や自転車道などを設置する基準の明確化  ２８件 

＜賛成意見＞  ２５件 

市民の御意見（要旨） 御意見に対する本市の考え方 

・「自転車が多い」，「狭い道路が多い」といった

京都市の特徴に合った基準が必要である。 

・自転車で歩道を走る人が多く，自転車道の整備

を進める必要がある。 

・基準の明確化により，道路の安全性が高まる。 

・交通量の数値だけでなく，学校，病院等の周辺

環境も考慮してもらいたい。 

 いただいたご意見を踏まえ，基準を検討してま

いります。  

 

＜反対意見＞  ３件 

・自転車道を整備しても，走行ルールを守る人は

尐ないのではないか。 

・基準を策定しても，自転車道が整備できない場

合がある。 

 現状では，自転車の走行ルールが充分に浸透し

ているとは言えませんが，ルールの啓発に努める

とともに，道路の状況に応じた自転車走行環境の

整備を進めることで，道路の安全性の向上を図っ

てまいりたいと考えております。 

 

  イ 車道での自転車走行空間の確保  ４４件 

＜賛成意見＞   ４１件 

市民の御意見（要旨） 御意見に対する本市の考え方 

・安全確保のため，自転車レーンの整備に加え，

走行ルールの徹底が必要である。 

・自転車レーンの幅は，１．５ｍ必要である。 

・自転車レーンの幅は，１ｍ程度でもよいのでは

ないか。 

 現状では，自転車の走行ルールが充分に浸透し

ているとは言えませんが，ルールの啓発に努める

とともに，道路の状況に応じた自転車走行環境の

整備を進めることで，道路の安全性の向上を図っ

てまいりたいと考えております。 

 

＜反対意見＞  ３件 

・基準を定めても，自転車は歩道を走行すると思

う。 

・車道内に走行空間を整備することで，事故が増

えるのではないか。 

 自転車は，原則として，車道の左端を走行する

こととされており，自転車走行空間を確保するこ

とにより，安全性が向上すると考えております。 

 併せて，ルールの啓発にも努めてまいります。 
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  ウ 防護柵設置のための歩道幅員の特例  ３０件 

＜賛成意見＞  ２５件 

市民の御意見（要旨） 御意見に対する本市の考え方 

・通学路など，道路の状況に合った防護柵の整備

が必要である。 

・防護柵設置により歩道の幅が狭くなっても，や

むを得ない。 

 いただいた御意見を踏まえ，基準を検討してま

いります。 

 

＜反対意見＞  １件 

・車いす同士がすれ違う空間が２０ｍごとという

のはいかがなものか。 

 車いす同士がすれ違う必要が生じる場合，最大

約３０秒待っていただくことになります。お待ち

いただくことで安全に通行していただける規定

としています。 

 

＜その他＞   ４件 

・歩道が狭くなる場合もあり，判断できない。 

・車が走行しにくくなる。 

 防護柵の設置に当たっては，車いすの利用者と

歩行者が安全にすれ違える幅員（１．７５ｍ）を

確保する規定とし，歩行者等の安全かつ円滑な通

行空間を確保します。 

 

  エ 緑化推進のための植樹ますの規定の新設  ２９件 

＜賛成意見＞  ２０件 

市民の皆様の御意見要旨 御意見に対する本市の考え方 

・道路の緑化を推進することができ，景観がよく

なる。 

・環境保全や温暖化防止につながる。 

・安全性が向上する。 

・樹木の成長を想定した基準を検討してはどう

か。 

 いただいた御意見を踏まえ，基準を検討してま

いります。 

 

＜反対意見＞  ５件 

・歩道が狭くなるため，植樹ますは不要である。 

・緑よりも安全が大事である。 

 歩行者の安全かつ円滑な通行を確保したうえ

で，緑化を推進してまいります。 
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＜その他＞  ４件 

・植樹ますの上は歩きにくいので，より快適な植

樹ますの設置が必要である。 

・街路樹の整備により，景観はよくなるが，車の

運転の妨げとなるため，どちらとも言えない。 

 植樹ますの整備に当たっては，いただいたご意

見を踏まえ，歩行者や自動車の安全かつ円滑な通

行の確保を図ってまいります。 

 なお，街路樹を適正に維持管理することによ

り，自動車の視認性向上に努めてまいります。 

 

  オ 山間部の道路改良推進のための特例  ２３件 

＜賛成意見＞  １９件 

市民の皆様の御意見要旨 御意見に対する本市の考え方 

・山間部の道路改良を進め，安全性を高めていく

必要がある。 

 いただいたご意見を踏まえ，基準を検討してま

いります。 

 

＜反対意見＞  ２件 

・道路改良に経費がかかる。 

 本市独自基準の策定により，これまでより道路

改良できる条件が緩和され，小規模な工事で対応

可能となるため，工事費用も抑えることが可能と

なります。 

 

＜その他＞  ２件 

・都市部に住んでおり，山間部の道路を利用しな

いので，分からない。 

 山間部の道路整備を進めることで，安全の確保

に努めてまいります。 

 

  カ 都心部の道路の特例  ２０件 

＜賛成意見＞  ７件 

市民の皆様の御意見要旨 御意見に対する本市の考え方 

・交通状況に著しい支障を来さないのであれば歩

道が広がり望ましい。 

 いただいた御意見を踏まえ，基準を検討してま

いります。 

 

＜反対意見＞  ６件 

・渋滞を招くおそれがあるため，無理に車線数を

減らすべきではない。 

当該独自ルールは，無理に車線数を減じるもの

ではなく，交通状況に著しい支障を来たさない場

合に車線数を減じることができる規定を設ける

ものです。 
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＜その他＞  ７件 

・歩いてたのしいまちにするためには車をしめ出

すべきだと思う。 

・車中心のまちではにぎわいをつくりだすことは

できない。 

・都心部の自家用車の割合が多すぎる。ＬＲＴの

導入，バスの本数増加，パークアンドライドの設

備充実と周知徹底をしてほしい。 

 当該独自ルールは，交通状況に著しい支障をき

たさない場合に車線数を減じることができる規

程を設けるものです。 

 個別の政策推進に当たっては，御意見を参考に

させていただきます。 

 

（２）道路案内標識及び警戒標識の寸法及び文字の大きさに関する基準  ２件 

＜賛成意見＞  ２件  

市民の皆様の御意見要旨 御意見に対する本市の考え方 

・国基準どおりでよい。 
 いただいた御意見を踏まえ，基準を検討してま

いります。 

 

（３）自動車駐車場等の利用に必要な事項に関する標識の表示基準  ３件 

＜賛成意見＞  ２件 

市民の皆様の御意見要旨 御意見に対する本市の考え方 

・国基準どおりでよい。 
 いただいた御意見を踏まえ，基準を検討してま

いります。 

 

＜その他＞  １件 

市民の皆様の御意見要旨 御意見に対する本市の考え方 

・パークアンドライドによる割引対象の駐車場で

ある表示ができないか。 

割引制度については，「駐車料金の額」に関す

る内容であり，表示すべき事項に含まれておりま

すが，「パークアンドライドによる割引」である

ことの明確化に関しては，別途検討してまいりま

す。 

 

（４）準用河川の河川管理施設等の構造に関する基準  ５件 

＜賛成意見＞  ２件 

市民の皆様の御意見要旨 御意見に対する本市の考え方 

・国基準どおりでよい。 
 いただいた御意見を踏まえ，基準を検討してま

いります。 
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＜その他＞  ３件 

・構造物の改修，新設等の際には，風致保全の観

点からの検討も重要である。 

・自然や環境への配慮も必要である。 

 条例により定めることが委任されているのは，

河川管理施設等の構造基準であるため，景観や自

然環境面に関しては，条例により定める基準の対

象ではありません。 

なお，本市では，河川整備に当たっては，今年

３月に策定した「京都市河川整備方針」に基づき，

景観や自然環境にも配慮した整備手法を検討し

たうえで，必要に応じて関係機関とも協議し，改

修等を行うこととしております。  

・宇治市で発生した天井川による水害を踏まえ，

市民が安心できる基準としてもらいたい。 

 河川を安全に管理するうえでは，上流，下流の

統一性を考慮し，国や京都府が管理する河川と同

一の基準とすることが望ましいと考えておりま

す。 

なお，本市では，宇治市での浸水被害を踏まえ，

緊急点検や応急対策を実施し，緊急点検の結果，

対策が必要と判断した河川については，雤量が増

える来年６月までに，浚渫や護岸補修等を完了さ

せる予定です。 

 

（５）住民一人当たりの都市公園の敷地面積に関する基準等  ５１件 

＜賛成意見＞  ２３件 

市民の皆様の御意見要旨 御意見に対する本市の考え方 

・公園の活性化につなげてほしい。 

・高齢者向けの施設整備など，社会の変化に対応

するため，必要に応じて緩和すればよいと思う。 

いただいたご意見を踏まえ，基準を検討してま

いります。 

公園の特徴や市民ニーズを踏まえ，オープンス

ペースを確保しつつ，公園の魅力や付加価値の向

上につながる施設の整備を検討する必要がある

と考えています。 

・京都は，住宅が密集し，細街路も多いことから，

防災・減災対策として，建ぺい率の緩和をうまく

機能させ，安心・安全なまちをつくってもらいた

い。 

 防災機能は，公園の持つ重要な機能の一つで

す。本機能を充分に発揮するためには，オープン

スペースを可能な限り確保するとともに，災害時

の一時的な滞留施設ともなる公園施設を整備し，

それらが相互に補完することが重要であると考

えております。 

 

 

 



8 

 

＜反対意見＞  ２４件 

・一人当たりの公園面積が国基準を下回ってお

り，公園のオープンスペースを確保する必要があ

る。 

建ぺい率の緩和については，オープンスペース

が十分に確保できるよう，５，０００㎡以上の面

積がある公園に限って検討しています。 

・公園は，災害時に広域避難場所となるよう，で

きるだけオープンスペースを確保する必要があ

る。 

 公園の持つ防災機能を充分に発揮するために

は，オープンスペースを可能な限り確保するとと

もに，災害時の一時的な滞留施設ともなる公園施

設を整備し，それらが相互に補完することが重要

であると考えております。 

・公園に商業施設を整備するべきではない。 

建ぺい率の緩和については，商業施設の整備を

目的としたものではなく，公園利用者の利便につ

ながる施設を考えております。 

 

＜その他＞  ４件 

・公園トイレの設置・改修基準を定め，バリアフ

リートイレの整備を進めてもらいたい。 

条例により定めることが委任されているのは，

都市公園の敷地面積等に関する基準であるため，

トイレの設置等に関しては，条例により定める基

準の対象ではありません。 

本市では，バリアフリー型トイレの整備を進め

ており，設置や改修の在り方について検討してま

いります。 

 

（６）歩道と車道との段差，バス停の乗降区間の段差などの基準  ４６件 

  ア 歩道と車道との段差  ２４件 

＜賛成意見＞  １６件 

市民の皆様の御意見要旨 御意見に対する本市の考え方 

・高齢者や身体障害者に配慮し，歩道と車道の段

差は１ｃｍが望ましい。 

 いただいた御意見を踏まえ，基準を検討してま

いります。 

 

＜反対意見＞  ８件 

・交通事故が発生した場合に危険である。 

 事故等による歩道への車両乗り上げ対策とし

ては，車止めや防護柵の設置により対応したいと

考えております。 

・バリアフリーの観点から，段差はない方がよい。 

 視覚障害者の方にとっては，段差があることに

より，歩道と車道の境界を認識することができる

ことから，１ｃｍの段差が望ましいと考えており

ます。 
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  イ バス停の乗降区間の段差  ２２件 

＜賛成意見＞  １４件 

市民の皆様の御意見要旨 御意見に対する本市の考え方 

・バスに乗降しやすくなるので，望ましい。 
 いただいた御意見を踏まえ，基準を検討してま

いります。 

・バスを待っている人の安全を考えると段差が必

要であるが，バリアフリーの観点からは段差がな

い方がよい。 

 視覚障害者の方が歩道と車道の境界を認識で

きるよう，段差は必要と考えております。 

・段差１５ｃｍと１ｃｍの選択基準を明確にした

方がよい。 

 低床バスが歩道近くに停車できることを前提

に，１５ｃｍを標準としたうえで，停車が難しい

場合には１ｃｍとすることを検討しています。 

 

＜反対意見＞  ４件 

・国が定めるバリアフリー基準でよいのではない

か。 

本市の「京都市人にやさしいまちづくり要綱」

に定める基準は，国の基準に比べ，よりバリアフ

リーに配慮したものとなっていることから，同要

綱に基づき，本市独自の基準を検討しています。 

・車いすへの対応を考え，段差は１ｃｍが望まし

い。 

 １５ｃｍの段差を標準とすることにより，低床

のバス車両からスロープを設置した際，勾配が緩

やかとなり，身体障害者の方の乗降が容易になる

と考えております。 

 

＜その他＞  ４件 

・前後の歩道状況により検討するべきである。 

 運用に当たっては，現場の周辺状況等に基づ

き，個別にバス事業者と協議して判断する必要が

あると考えております。 

・バスが歩道近くに停車できるようにする必要が

ある。 

バスが歩道近くに停車できることが望ましい

と考えておりますが，道路の状況によっては，歩

道に接近できない場合もあり，それぞれに対応で

きる基準を検討しております。 
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（７）公園出入口幅や園路の勾配などの基準  ６７件 

＜賛成意見＞  ５７件 

市民の皆様の御意見要旨 御意見に対する本市の考え方 

・京都市の基準は，高齢者や障害者の利用を考慮

し，国よりも人にやさしいものとなっているの

で，独自基準とするべきである。 

・勾配が緩くなることで，移動距離が長くならな

いようにしもらいたい。 

 いただいた御意見を踏まえ，基準を検討してま

いります。 

 公園の整備に当たっては，高齢者や障害者の方

にとって，真に利用しやすいものとなるよう留意

する必要があると考えております。 

 

＜その他＞  １０件 

・物理的に設置できない場合の例外規定を設ける

べきである。 

 基準が適用できない場合の例外規定を検討し

てまいります。 

 

（８）その他  １４件 

市民の皆様の御意見要旨 御意見に対する本市の考え方 

・地域特性を踏まえた独自基準の策定は，前向き

にやっていくことが重要である。 

・京都市の地域特性に合わせて基準を見直すのは

よいが，国の基準が京都市に合うのであれば，新

たな基準は必要ない。 

地域主権改革の趣旨を踏まえつつ，京都の特性

を考慮し，本市独自基準を定めていきたいと考え

ております。 

本市独自基準を定めるに当たっては，パブリッ

クコメントの結果や，専門家の御意見なども踏ま

えて検討してまいります。 

・市内にある国道や府道，府の公園や御所なども

同じ基準になるのか。市内にあるのだから，それ

らも効果が及ぶようにしてもらいたい。 

 京都府の公園や京都御苑につきましては，京都

府や国の管理であることから，京都市の基準は適

用されません。京都府においても同様に基準を設

けています。 

・国の基準どおりでよいと判断する理由の説明が

不十分な項目が多い。 

 公共土木施設の構造等については，委任されて

いる事項が多く，専門的・技術的で分かりかりに

くいことから，本市独自基準部分を中心にご説明

し，国の基準どおりとするものについては，資料

の分量との関係で，簡単なご説明とさせていただ

きました。 

・パブリックコメントのことを知っている市民は

尐ない。 

・意見が提出しやすい工夫をするべきである。 

 いただいた御指摘を踏まえ，今後パブリックコ

メントを実施する際の参考とさせていただきま

す。 
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４ 意見書をいただいた方の属性 

   (1) 住まいの行政区 

 

 

 

 (2) 年齢 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

行政区 件数 割合

北　区 5 3%

上京区 10 5%

左京区 32 17%

中京区 10 5%

東山区 6 3%

山科区 5 3%

下京区 7 4%

南　区 3 2%

右京区 8 4%

西京区 8 4%

伏見区 20 10%

その他 28 15%

不　明 47 25%

計 189 100%

年齢 件数 割合

～１９歳 3 2%

２０歳代 28 15%

３０歳代 25 13%

４０歳代 30 16%

５０歳代 35 18%

６０歳代 17 9%

７０歳～ 12 6%

不　明 39 21%

計 189 100%
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 (3) 性別 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (4) 職種 

 

 

 

 

 

（参考） 

提出方法 持参 郵送 ＦＡＸ 電子メール 計 

件  数 164 1 17 7 189 

割  合 86% 1% 9% 4% 100% 

 

性　別 件数 割合

男　性 104 55%

女　性 45 24%

不　明 40 21%

計 189 100%

職種別 件数 割合

会社員 40 21%

公務員 27 14%

自営業 14 8%

主　婦 19 10%

学　生 21 11%

無　職 18 10%

その他 8 4%

不　明 42 22%

計 189 100%


